
， ｔ
■
ｉ
■
＝
■
■
■
■
■
■‐
■

，
■

， ■
一一一一■
■
一

″
３

讐

。
名

オ

ヽ

■

一
一

‐１１‐
一
■
■

，

■

一一
●
■
一
■

■

Ｉ

一■

一一
一Ｉ

Ｉ

Ｉ
Ｉ
一■

４

〓

■
一
●
・■
一
■
■
■

，
■
●
一
■

３

条

件

８

項

目

昭
和
四
十
五
年
五
月
二
十
五
日
の
名
古
屋
市
議
会
都
市
開
発
整
備

促
進
委
員
会
及
び
建
設
清
掃
部
会
で
次
の
よ
う
な
要
望
が
付
さ
れ
た
。

３
条
件

■
　
都
市
高
速
道
路
に
面
す
る
沿
線
住
民
に
は
、
直
接
的
な
利

益
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
実
害
を
こ
う
む
る
こ
と
に

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
都
市
発
展
の
犠
牲
と
な
る
こ

れ
ら
の
沿
線
住
民
に
は
、
従
来
の
事
業
に
よ
る
補
償
基
準
に

こ
だ
わ
ら
ず
、
犠
牲
度
を
十
分
救
済
で
き
る
よ
う
な
格
別
の

配
慮
を
は
ら
う
べ
き
で
あ
る
。

２
．

都
市
高
速
道
路
の
建
設
は
今
後
十
力
年
に
亘
っ
て
施
行
さ

れ
る
予
定
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
発
展
す
る
都
市
の
状

況
並
び
に
輻
穣
す
る
交
通
量
等
か
ら
、
将
来
の
実
情
に
応
じ

て
変
更
の
必
要
が
生
ず
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
、

計
画
決
定
後
と
い
え
ど
も
当
初
決
定
に
こ
だ
わ
ら
ず
最
善
の

方
途
を
講
じ
て
、
万
全
の
対
策
を
樹
立
し
、
建
設
に
あ
た
る

ｊ
，　
一警
一一
）ζ
夕
一，ｒ
・三
一
言
■
　́
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
・一　
　
・一・

３
．

直
接
住
民
の
利
一便
〓
供
す
る
■
通
接
尊
二
設
置
等
二
■
．

都
市
高
速
道
路
と
相
互
に
関
連
す
る
路
線
網
の
充
実
を
図
１
、

将
来
の
都
市
交
通
に
対
応
出
来
る
よ
う
静
極
的
な
努
力
を
払

わ
れ
た
い
。

８
項
目

昭
和
四
十
七
年
二
月
二
十
二
日
、
県
議
会
土
木
建
築
委
員
会
で
名

古
屋
都
市
高
速
道
路
の
基
本
計
画
を
審
議
し
た
さ
い
、
住
民
を
守
る

立
場
か
ら
今
日
の
状
況
を
予
想
し
て
３
条
件
を
附
し
た
。
し
か
し
、

現
状
は
当
時
の
予
想
を
は
る
か
に
上
回
り
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
等
に
よ

る
交
通
公
害
な
ど
の
発
生
を
み
た
。
し
か
る
が
故
に
３
条
件
が
明
確

に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

更
に
現
下
の
問
題
と
し
て
次
の
事
項
に
つ
い
て
十
分
な
配
慮
を
す

べ
き
で
あ
る
。

１
．

住
民
の
理
解
と
納
得
を
得
る
。

２
．

大
衆
輸
送
機
関
の
早
期
建
設

（高
速
鉄
道
、
バ
ス
レ
ー
ン
、

パ
ー
フ
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
方
式
、
公
共
駐
車
場
の
充
実
）
。

３
．

第
二
環
状
線
の
早
期
完
成
。

４
．

渋
滞
地
帯
の
解
消
。

５
．

交
通
安
全
、
交
通
規
制
の
強
化

（生
活
道
路
確
保
）
。

-27-



６
．

公
害
の
防
止
。

７
．

都
市
環
境
と
の
調
和
。

８
．

総
合
交
通
対
策
の
確
立
。

高

速

道

路

了

承

の
付

帯

条

件

昭
和
五
十

一
年
六
月

一
日
市
議
会
建
設
環
境
部
会
は
、
次
の
よ
う

な
附
帯
条
件
及
び
必
要
事
項
を
付
し
て
都
市
高
速
道
路
変
更
原
案
を

賛
成
多
数
で
了
承
し
た
。

附
帯
条
件

１
．

高
速
１
号
線
都
心
部

（中
区
大
須

一
丁
目
―
中
区
丸
田
町

三
丁
目
）
約
１
，
７
ｍ
の
区
間
を
高
架
構
造
で
連
絡
す
る
こ
と
。

２
．

高
速
１
号
線
東
部
千
種
区
鏡
ヶ
池
通
４
丁
目
以
東
名
東
区

猪
高
町
大
字
高
針
地
内
ま
で
約
３５
ｍ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、

環
状
２
号
線
専
用
部
の
事
業
計
画
が
確
定
す
る
ま
で
留
保
す

る

こ

と

。

要
望
事
項

今
回
の
計
画
変
更
後
と
い
ぇ
ど
も
社
会
情
勢
の
変
化
を
見
な

が
ら
最
善
の
方
途
を
講
じ
対
処
す
る
こ
と
。

高

速

道

路

の

主

な

経

緯

昭
和
３６
　

「
運
輸
省
都
市
交
通
審
議
会
」
名
古
屋
都
市
高
速
道
路

の
必
要
性
強
調
。

４５
　
名
古
屋
都
市
高
速
道
路
公
社
設
立
。

都
市
高
速
道
路
の
都
市
計
画
決
定
。
　

…

（図
１
１
）

サ
の
字
型
６７

・
３
ｍ
を
１０
ヵ
年
、
Ｓ
４５
２
５４
年
建
設
、

総
額

一
千
五
百
億
、
環
状
２
号
線
６６

・
３
ｍ
を
Ｓ
６０
年

ま
で
に
完
成
。

４８
　
１
号
線
東
部
変
更

（東
名
イ
ン
タ
ー
ま
で
接
続
）
。

市
議
会
　
高
速
道
銘
関
係
予
算
の
一
時
凍
結
を
決
議
。

・
　

　

　

‐
人
図
ｌ
ι

４９
　
本
山
市
長

「
都
市
高
速
道
路
計
画
を
総
合
的
に
見
直
し

建
設
す
る
」
旨
の
見
解
発
表
。

５０
　
市
長
、
都
市
高
速
道
路
検
討
素
案
（１
号
線
の
中
心
部
直

結
を
や
め
、
藤
巻
ル
ー
ト
高
架
案
＝
の
ち
に
ト
ン
ネ
ル

案
）
を
発
表
。

５．
　
都
市
計
画
変
更

（藤
巻
ル
ー
ト
と
な
り
留
保
）
。

…

（図
１
３
）

60 54
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２
号
線

（高
辻
―
大
高
ｌｏ

２
号
線

（東
新
町
１
高
辻
） ・

９
枷
）
供
用
開
始
。

分
岐
３
号

（鶴
舞
南
―
東

■１
１
■１
■１
１
１
■■一■■
■
■
■
■
漏
聡
礁
Ⅷ



晰

藤

巡

仁

膠

眩

鮨

屏

博

輝

総
ず

１
・ゼ

…

嗜

輝

鷲
難
一
軒
露
騨
崚
．
　
一■
健
〓
ま
で
聾
●
年
で
重
・
３

轟
童
三
十
三
百
三
十
二
簿
で
蓬
講
）
　^
…

一冦
‥
‘
一

２
号
線
北
部
、
分
岐
３
号
を
、
地
下
半
地
下
か
ら
高
架

に
す
る
変
更
案
発
表
。
　
　
　
　
　
　
…

（図
１
５
）

６
　

，
手
、毅

球́
着
町
ｉ
護
辻
）

■
一「一一，■
■
■
■
鳶
鵞
囃
■
■
●
■
■■

，■
■

分
岐
３
号

（鶴
舞
南
―
東

●
■
一一一一■
●
■
■
■
■
■
■

， ■
■
■

，
Ｉ
■
■
■
一一■
■
●

，
■

名 古屋高遷道路計画図

抱 減
●

一

名古屋織

一

幹 凛 青 路

-0-イ ンタ ‐チ3ノ,

S_51 変更原案概略図

:新出来可凛 )
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旧計画における計画図

 (隧
_λ )

(図
_5)
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名 古 屋 都 市 高 速 道 路 計 画 図

(障 4́)
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一
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式
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■

■

礁

書

機
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環
境
影
響
調
査
の
経
緯
と
概
要

Ｉ
　
第

一
回
環
境
影
響
調
査
の
経
緯

昭
昭
五
十
三
年
二
月
、
名
古
屋
高
速
道
路
公
社

（以
後
公
社
と

略
す
）
か
ら
排
気
塔
建
設
予
定
地
に
お
い
て
ガ
ス
拡
散
実
験
を
し

た
い
旨
、
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
。
突
然
の
申
し
入
れ
に
対
し
、
会

は
実
験
の

一
時
延
期
を
申
し
出
る
と
と
も
に
、
市
計
画
局
に
次
の

要
求
を
し
た
。

一
、
留
保
中
の
ル
ー
ト
で
の
調
査
を
行
う
こ
と
の
説
明
が
必
要
。

二
、
窓
口
を
公
社
で
は
な
く
計
画
局
と
す
る
。

三
、
実
験
の
目
的
、
内
容
、
方
法
を
事
前
に
説
明
す
る
こ
と
。

四
、
調
査
に
は
住
民
も
立
ち
合
わ
せ
る
こ
と
。

そ
の
後
、
二
月
に
説
明
会
の
開
催
を
経
て
、
三
日
間
の
現
地
実
験

が
実
施
さ
れ
た
。
実
験
内
容
は
ト
レ
ー
サ
ー
ガ
ス
に
よ
る
大
気
拡
散

と
、
ノ
ン
リ
フ
ト
バ

ル
ー
ン
に
よ
る
気
流
動
態
調
査
で
あ
る
。
実
験

結
果
は
気
象
調
査
に
基
づ
く
逆
転
層
に
つ
い
て
の
検
討
等
と
と
も
に
、

十
二
月
に
結
果
説
明
会
、
五
十
四
年
四
月
に
勉
強
会
の
形
で
会
に
対

し
報
告
説
明
が
な
さ
れ
た
。

１
　
調
査
報
告
の
概
要

■
　
環
境
影
響
調
査
の
フ
ロ
ー

（左
図
）

２
．

環
境
現
況
調
査

昭
和
五
十
二
年
―
五
十
三
年
の
植
田
山
で
の
実
験
結
果
、
昭
和
五

-32-

環

境

現
況
調

査

現
地
実
験

気
流
動
態
実
験

大
気
拡
散
実
験

現
況
濃
度
の
推
定

Ю
２／

Ю
ス比
の
推
定

風
の
特
性
の
把
握

大
気
安
定
度

・
逆
転
層
の

推
定

拡
散
係
数
の
推
定

大
気
汚
染
モ
デ
ル
の
検
討

換
気
所
の
立
地

に
関
す
る
考
察


